
2. 非課税となる外国貨物

［12］教科用図書の譲渡

［13］住宅の貸付け

●住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に
　供する部分をいい、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社
　宅、寮等を含みます。

●契約において人の居住用であることが明らかにされているもの（契約
において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合にその貸付け
等の状況からみて人の居住用であることが明らかなものを含みま
す。）に限られます。（注11）

　国内における非課税取引とのバランスを図るため、輸入取引（保税
地域から引き取られる外国貨物）のうち、以下のものについては非課
税とされています。

［1］有価証券等

［2］郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等

［3］身体障害者用物品

［4］教科用図書

その貸付けに係る期間が1月
に満たない場合、又はその貸
付けが旅館業法に規定する旅
館業に係る施設の貸付けに該
当する場合（旅館、ホテル等）
は除きます。
なお、住宅宿泊事業法に規定
する住宅宿泊事業（いわゆる
「民泊」）は、旅館業法に規定
する旅館業に該当します。

注11

［11］学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

　駐車場を賃貸しましたが、消費税の課税

の対象になりますか？

　施設の利用に伴って土地が使用される場合は

課税の対象になります。

　銀行に預けた預金の利子は消費税の課税の対象になりますか？

　非課税とされています。

免税される輸出取引は？
この章では、「消費税が免除される輸出取引」について説明します。
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　消費税は、国内における商品の販売やサービスの提供などに課税されるものです。
　課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産
の譲渡等については、消費税が免除されます。

［1］免税される輸出取引の範囲

　課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
①　国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け（典型的な輸出取引）
②　国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③　非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
④　非居住者に対する役務の提供
　　ただし、次のイからハについては、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課され
ます。
　　　イ　国内に所在する資産に係る運送又は保管
　　　ロ　国内における飲食又は宿泊
　　　ハ　イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

●外国貨物の譲渡又は貸付け（上記①に該当するものを除く。）

●国内と国外との間の旅客や貨物の輸送（国際輸送）

●船舶運航事業者等に対する外航船舶等（注1）の譲渡又は貸付け

●船舶運航事業者等の求めに応じて行われる外航船舶等の修理

●国内と国外の間又は国外と国外の間の貨物輸送用のコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業

　者等に対するもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

●外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若し

　くは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの

●外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

「外航船舶等」とは、国内と国外との間又は国外間で行われる旅客や貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいいます。

1. 輸出免税

注1

も っ と く わ し く

 免税される輸出取引の範囲は……

 輸出免税についての注意点は……

①　次の取引は、輸出取引ではありませんから、輸出免税の規定の適用はありません。
　イ　輸出する物品の製造のための下請加工
　ロ　輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

②　旅行業者主催の海外パック旅行に係る役務の提供は、旅行業者と旅行者との間の包括的な役務
の提供契約に基づくものです。したがって、役務の提供は国内におけるものと国外におけるもの
に区分して、次のように取り扱われます。
　イ　国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供は、国内において行う課税資産の譲渡
　　　等に該当します。なお、輸出免税の適用はありません。
　ロ　国内から国外･国外から国外･国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊、国外で
　　　の旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しませんから、不課税取
　　　引です。

14 消費税のあらまし　3. 非課税取引とは？
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　宅、寮等を含みます。

●契約において人の居住用であることが明らかにされているもの（契約
において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合にその貸付け
等の状況からみて人の居住用であることが明らかなものを含みま
す。）に限られます。（注11）

　国内における非課税取引とのバランスを図るため、輸入取引（保税
地域から引き取られる外国貨物）のうち、以下のものについては非課
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当する場合（旅館、ホテル等）
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なお、住宅宿泊事業法に規定
する住宅宿泊事業（いわゆる
「民泊」）は、旅館業法に規定
する旅館業に該当します。

注11

［11］学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
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　くは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
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①　次の取引は、輸出取引ではありませんから、輸出免税の規定の適用はありません。
　イ　輸出する物品の製造のための下請加工
　ロ　輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

②　旅行業者主催の海外パック旅行に係る役務の提供は、旅行業者と旅行者との間の包括的な役務
の提供契約に基づくものです。したがって、役務の提供は国内におけるものと国外におけるもの
に区分して、次のように取り扱われます。
　イ　国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供は、国内において行う課税資産の譲渡
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　　　の旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しませんから、不課税取
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（注12）

注12
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　　　　①小包郵便物又はEMS郵便物：引受けを証する書類及び発送
　　　　　　　　　　　　　　　　　 伝票等の控え
　　　　②通常郵便物：発送伝票等の控え（一定の事項を追記したもの） 注3

詳しくは、国税庁ホームペー
ジ「消費税法改正のお知らせ
（令和３年４月）」をご参照く
ださい。

（注4）

（注7）

注4

「免税購入対象者」とは、①日本
国籍を有しない非居住者で、
「短期滞在」、「外交」又は「公用
」の在留資格を有する方や上陸
許可を受けた方、②日本国籍を
有する非居住者で、国内以外の
地域に引き続き２年以上住所
又は居所を有することについ
て、在留証明又は戸籍の附票の
写し（その者が最後に日本に入
国した日から起算して6月前の
日以後に作成されたもの）によ
り確認された方などをいいま
す。日本国内にある事務所に勤
務する方や日本に入国後６月以
上経過した方は、「免税購入対
象者」には該当しません。

注6

一般物品と消耗品の販売価額
が各々、５千円未満であったと
しても、合計額が５千円以上で
あれば、一般物品を消耗品と同
様の指定された方法により包装
することで、免税販売すること
ができます。この場合、その一
般物品は消耗品として取り扱う
こととなります。

注5

事業用又は販売用として購入
することが明らかな物品及び
金又は白金の地金は、免税対
象物品から除かれています。

　輸出物品販売場（免税店）を経営する事業者（消費税の課税事業者に限り

ます。）が、外国人旅行者などの免税購入対象者（注4）に対して免税対象物

品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。

以下の書類（注３）

◎輸出免税の適用には、輸出許可書等の保存が必要です。
◎輸出許可書等にはこれらの書類に係る電磁的記録を含みます。

　免税対象物品とは、通常生活の用に供する物品（注5）であって、同一の免

税購入対象者に対する同一の輸出物品販売場における１日の販売価格（税抜

き）の合計額が次の基準を満たすものをいいます。（注6）
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（注7）

注8

　　③　自動販売機型輸出物品販売場（注８）
免税販売手続が、指定自動販売機（国税庁長官が観光庁長官と協

議して指定するもの）によってのみ行われる輸出物品販売場です。

　このほか、輸出物品販売場制度についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、国税庁
ホームページ内の「輸出物品販売場における輸出免税について」（現行の制度）に掲載し
ている各種リーフレットやQ&Aをご参照ください。

注7

　輸出物品販売場（免税店）制度は、令和８年11月１日から、免税店において税込価格（課税）で行っ
た免税対象物品の譲渡（販売）について、外国人旅行者等の購入日から90日以内の出国時にその免税対
象物品を持ち出す（輸出する）ことが税関で確認された場合に免税販売が成立する制度とされ、この確
認後に免税店を経営する事業者から外国人旅行者等に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見
直しが行われます。
　詳しくは、国税庁ホームページ内の「リファンド方式特設サイト」に掲載している
リーフレットやQ&Aをご参照ください。

②免税購入対象者であることを確認
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注9

事業者が購入記録情報を保存
しない場合や、免税購入対象
者以外の者に販売した場合等
は、消費税が免除されません。
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（参考） リファンド方式への移行について【令和８年11月１日から実施】
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ださい。
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て、在留証明又は戸籍の附票の
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国した日から起算して6月前の
日以後に作成されたもの）によ
り確認された方などをいいま
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務する方や日本に入国後６月以
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象物品から除かれています。
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品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
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◎輸出免税の適用には、輸出許可書等の保存が必要です。
◎輸出許可書等にはこれらの書類に係る電磁的記録を含みます。

　免税対象物品とは、通常生活の用に供する物品（注5）であって、同一の免

税購入対象者に対する同一の輸出物品販売場における１日の販売価格（税抜
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